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図６－５ 持続可能な水道を目指した運営・管理強化アクションプログラム

イ．安心・快適な給水の確保に係る方策

図６－６ 安心・快適な給水の確保に係る方策

水道水の安全、安心、さらには快適性を実現するため、水源から給水栓まで一貫

した管理が日常から徹底されるよう必要な方策を実施するとともに、水道水源流域

等の関係者の連携の強化、利用者等に対しての水質管理に関する情報公開の推進に

係る方策を実施する。

全ての国民が十分に水質管理がなされた水の供給を受けるようにするため、一定

水準の水質管理を維持していく上で技術的、財政的及び制度的に限界のある飲用井

戸や貯水槽水道等の小規模な水道を中心に水質管理の仕組みの充実化に係る方策を

実施する。

加えて、原水水質の改善が進まない水域への高度浄水処理技術の導入の促進、適
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正な構造、材質、施工及び維持管理の徹底による給水管・給水用具の信頼性の向上

に係る方策、水道水質の向上、水質管理の効率化を図るため、浄水処理及び水質管

理に関する効率的な技術の導入促進に係る方策を実施する。

達成すべき代表的な施策目標として、以下を掲げる。

・異臭味被害率をできるだけ早期にゼロにする。

・水質事故発生率（給水停止に至るもの）をできるだけ早期にゼロにする。

・原水良好度（取水にあたって人為的発生源の影響を極力受けないこと）を向上

させる。

・未規制小規模施設把握率をできるだけ早期に１００％とする。

・水質管理率（未規制施設等小規模施設においても一定水準の水質管理が確保さ

れていること）をできるだけ早期に１００％とする。

・給水管・給水用具事故数をできるだけ早期にゼロにする。

・鉛製給水管総延長をできるだけ早期にゼロにする。

また、以下のアクションプログラムを着実に実施する。

◆アクションプログラム２－１：統合的アプローチによる水道水質の向上

原水から給水に至るまで一貫した水質管理を徹底するため、各事業者等において

統合的な水安全に係る計画（水安全計画）を策定し、実行する。具体的には、高い

レベルの水質目標や水質管理水準の設定、適時適切な水質検査の実施、取排水系統

の再編等による良好な水源の確保、貯水槽水道、給水用具等の対策、高度浄水処理

技術等の新技術の導入等を実施する。

また、これらの施策を円滑に実施するため、水道水源の流域等の関係者の連携の

強化及び水質管理に関する情報公開の推進を図る。

図６－７ 統合的アプローチによる水道水質の向上アクションプログラム
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◆アクションプログラム２－２：水質管理率100％プログラム（小規模施設の管理

充実）

衛生上の問題の発生が懸念される未規制施設、さらに、水道法等の規制対象であ

る中小規模の水道の水質管理水準の向上に当たっては、技術面に加えて財政面及び

制度面での制約も存在していることから、国においては規制体系の見直し及び管理

の支援の充実を図る。

また、規制及び支援策を踏まえた施設の設置者等による管理の充実、水質管理に

携わる民間企業等のサービス水準の向上、運営形態の多様化による設置者の管理へ

の支援、都道府県等の監督体制の充実や水質管理率向上のための基本構想の策定、

水道事業者等による未普及地域の解消に加え、貯水槽水道の管理についての助言・

指導の推進、検査機関による公正・適正な検査の実施、利用者に対する情報提供の

、 。仕組みの充実を図る中で 小規模な施設についても一定の水質管理水準を確保する

図６－８ 水質管理率100％アクションプログラム
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ウ．災害対策等の充実に係る方策

図６－９ 災害対策等の充実に係る方策

地震、渇水等の災害発生時、テロ等の事態においても、断減水による国民生活・

社会経済活動への影響を未然に防止あるいは軽減するため、改善の指示を可能とす

る水道施設機能評価、渇水に対する給水安定性の向上、防災担当部局等と共同・連

携した施設の重点的・戦略的な整備などにより水道システム全体の安全度・安定度

を向上させるとともに、災害時における応急給水、応急復旧体制の充実等の一層の

促進を図る。

達成すべき代表的な施策目標として、以下を掲げる。

・浄水場、配水池等の基幹施設の耐震化率を、100％とする。特に、東海地震対

策強化地域（以下、東海地域）及び東南海・南海地震対策推進地域（以下、東

南海・南海地域）においてはできるだけ早期に達成する。

・基幹管路を中心に管路網の耐震化を進める。基幹管路の耐震化率）を、100％

とする。特に、東海地域及び東南海・南海地域においてはできるだけ早期に達

成する。

・すべての事業で地域の実情に応じた給水安定度（少雨の年でも安定した給水が

可能な水準）を確保する。

・すべての事業で応急給水計画を策定し、計画に位置づけられた応急給水目標量

を確保する。特に、東海地域及び東南海・南海地域においてはできるだけ早期

に達成する。

・すべての事業者において、他の事業者等との災害時応援協定の締結等の応急復

旧体制を整備する。特に、東海地域及び東南海・南海地域においてはできるだ

け早期に達成する。

また、以下のアクションプログラムを着実に実施する。


